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安
倍
自
公
政
権
は

19
日

安

保
法
制
―
―
戦
争
法
の
採
決
を
強

行
し
ま
し
た


私
た
ち
は

空
前
の
規
模
で
広

が
っ
た
国
民
の
運
動
と

６
割
を

超
す
﹁
今
国
会
で
の
成
立
に
反

対
﹂
と
い
う
国
民
の
世
論
に
背
い

て

憲
法
違
反
の
戦
争
法
を
強
行

し
た
安
倍
自
公
政
権
に
対
し
て


満
身
の
怒
り
を
込
め
て
抗
議
し
ま

す
同

時
に

た
た
か
い
を
通
じ
て

希
望
も
見
え
て
き
ま
し
た

戦
争

法
案
の
廃
案
を
求
め
て

国
民
一

人
ひ
と
り
が

主
権
者
と
し
て
自

覚
的
・
自
発
的
に
声
を
あ
げ

立

ち
上
が
る
と
い
う

戦
後
か
つ
て

な
い
新
し
い
国
民
運
動
が
広
が
っ

て
い
る
こ
と

そ
の
な
か
で
と
り

わ
け
若
者
た
ち
が
素
晴
ら
し
い
役

割
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
は

日

本
の
未
来
に
と
っ
て
の
大
き
な
希

望
で
す


国
民
の
声

国
民
の
運
動
に
こ

た
え
て

野
党
が
結
束
し
て

法

案
成
立
阻
止
の
た
め
に
た
た
か
っ

た
こ
と
も

大
き
な
意
義
を
も
つ

も
の
と
考
え
ま
す


こ
の
た
た
か
い
は

政
府
・
与

党
の
強
行
採
決
に
よ
っ
て
止
ま
る

も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん


政
権
党
の
こ
の
横
暴
は

平
和
と

民
主
主
義
を
希
求
す
る
国
民
の
た

た
か
い
の
新
た
な
発
展
を
促
さ
ざ

る
を
え
な
い
で
し
ょ
う


私
た
ち
は

国
民
の
み
な
さ
ん

に
つ
ぎ
の
呼
び
か
け
を
お
こ
な
い

ま
す


戦
争
法
︵
安
保
法
制
︶
は

政

府
・
与
党
の
﹁
数
の
暴
力
﹂
で
成

立
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て


そ
れ
を
許
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く

こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
も
の
で

す
何

よ
り
も

戦
争
法
は

日
本

国
憲
法
に
真
っ
向
か
ら
背
く
違
憲

立
法
で
す

戦
争
法
に
盛
り
込
ま

れ
た
﹁
戦
闘
地
域
﹂
で
の
兵
站

へ
い
た
ん



戦
乱
が
続
く
地
域
で
の
治
安
活

動

米
軍
防
護
の
武
器
使
用

そ

し
て
集
団
的
自
衛
権
行
使
―
―
そ

の
ど
れ
も
が

憲
法
９
条
を
蹂
躙

じ
ゅ
う
り
ん

し
て

自
衛
隊
の
海
外
で
の
武
力

行
使
に
道
を
開
く
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す

日
本
の
平
和
と
国
民
の

命
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
の
よ
う
な

法
律
を

一
刻
た
り
と
も
放
置
す

る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん


戦
争
法
に
対
し
て

圧
倒
的
多

数
の
憲
法
学
者

歴
代
の
内
閣
法

制
局
長
官

元
最
高
裁
判
所
長
官

を
含
む
か
つ
て
な
い
広
範
な
人
々

か
ら
憲
法
違
反
と
い
う
批
判
が
集

中
し
て
い
ま
す

こ
の
よ
う
な
重

大
な
違
憲
立
法
の
存
続
を
許
す
な

ら
ば

立
憲
主
義

民
主
主
義


法
の
支
配
と
い
う
わ
が
国
の
存
立

の
土
台
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん


安
倍
首
相
は

国
会
多
数
で

の
議
決
が
民
主
主
義
だ

と
繰
り

返
し
て
い
ま
す
が

昨
年
の
総
選

挙
で
17
％
の
有
権
者
の
支
持
で
議

席
の
多
数
を
得
た
こ
と
を
理
由

に

６
割
を
超
え
る
国
民
の
多
数

意
思
を
踏
み
に
じ
り

違
憲
立
法

を
強
行
す
る
こ
と
は

国
民
主
権

と
い
う
日
本
国
憲
法
が
立
脚
す
る

民
主
主
義
の
根
幹
を
破
壊
す
る
も

の
で
す


私
た
ち
は

心
か
ら
呼
び
か
け

ま
す

憲
法
違
反
の
戦
争
法
を
廃

止
し

日
本
の
政
治
に
立
憲
主
義

と
民
主
主
義
を
と
り
も
ど
す

新

た
な
た
た
か
い
を
お
こ
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か

安
倍
政
権
打
倒

の
た
た
か
い
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か


日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
幹
部
会
委
員
長

志
位
和
夫

2015年９月日

１

戦
争
法
︵
安
保
法
制
︶
廃
止


安
倍
政
権
打
倒
の
た
た
か
い
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う

２

戦
争
法
廃
止
で
一
致
す
る

政
党

団
体

個
人
が
共
同
し
て

国
民
連
合
政
府
を
つ
く
ろ
う

憲
法
違
反
の
戦
争
法
を
廃
止
す

る
た
め
に
は

衆
議
院
と
参
議
院

の
選
挙
で

廃
止
に
賛
成
す
る
政

治
勢
力
が
多
数
を
占
め

国
会
で

廃
止
の
議
決
を
行
う
こ
と
が
不
可

欠
で
す

同
時
に

昨
年
７
月
１

日
の
安
倍
政
権
に
よ
る
集
団
的
自

衛
権
行
使
容
認
の
﹁
閣
議
決
定
﹂

を
撤
回
す
る
こ
と
が
必
要
で
す


こ
の
二
つ
の
仕
事
を
確
実
に
や
り

と
げ
る
た
め
に
は

安
倍
自
公
政

権
を
退
陣
に
追
い
込
み

こ
れ
ら

の
課
題
を
実
行
す
る
政
府
を
つ
く

る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で

す
私

た
ち
は

心
か
ら
呼
び
か
け

ま
す

戦
争
法
廃
止

立
憲
主

義
を
取
り
戻
す

―
―
こ
の
一
点

で
一
致
す
る
す
べ
て
の
政
党
・
団

体
・
個
人
が
共
同
し
て
﹁
戦
争

法
︵
安
保
法
制
︶
廃
止
の
国
民
連

合
政
府
﹂
を
樹
立
し
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か

こ
の
旗
印
を
高
く

掲
げ
て

安
倍
政
権
を
追
い
詰

め

す
み
や
か
な
衆
議
院
の
解
散

・
総
選
挙
を
勝
ち
取
ろ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か


こ
の
連
合
政
府
の
任
務
は

集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
﹁
閣
議

決
定
﹂
を
撤
回
し

戦
争
法
を
廃

止
し

日
本
の
政
治
に
立
憲
主
義

と
民
主
主
義
を
と
り
も
ど
す
こ
と

に
あ
り
ま
す


こ
の
連
合
政
府
は

戦
争
法

廃
止

立
憲
主
義
を
取
り
戻
す


と
い
う
一
点
で
の
合
意
を
基
礎
に

し
た
政
府
で
あ
り

そ
の
性
格
は

暫
定
的
な
も
の
と
な
り
ま
す

私

た
ち
は

戦
争
法
廃
止
と
い
う
任

務
を
実
現
し
た
時
点
で

そ
の
先

の
日
本
の
進
路
に
つ
い
て
は

解

散
・
総
選
挙
を
お
こ
な
い

国
民

の
審
判
を
ふ
ま
え
て
選
択
す
べ
き

だ
と
考
え
ま
す


野
党
間
に
は

日
米
安
保
条
約

へ
の
態
度
を
は
じ
め

国
政
の
諸

問
題
で
の
政
策
的
な
違
い
が
存
在

し
ま
す

そ
う
し
た
違
い
が
あ
っ

て
も

そ
れ
は
互
い
に
留
保
・
凍

結
し
て

憲
法
違
反
の
戦
争
法
を

廃
止
し

立
憲
主
義
の
秩
序
を
回

復
す
る
と
い
う
緊
急
・
重
大
な
任

務
で
大
同
団
結
し
よ
う
と
い
う
の

が

私
た
ち
の
提
案
で
す

こ
の

緊
急
・
重
大
な
任
務
で
の
大
同
団

結
が
は
か
ら
れ
る
な
ら
ば

当
面

す
る
そ
の
他
の
国
政
上
の
問
題
に

つ
い
て
も

相
違
点
は
横
に
置

き

一
致
点
で
合
意
形
成
を
は
か

る
と
い
う
原
則
に
た
っ
た
対
応
が

可
能
に
な
る
と
考
え
ま
す


こ
の
連
合
政
府
の
任
務
は
限
ら

れ
た
も
の
で
す
が

こ
の
政
府
の

も
と
で

日
本
国
憲
法
の
精
神
に

そ
く
し
た
新
し
い
政
治
へ
の
一
歩

が
踏
み
出
さ
れ
る
な
ら
ば

そ
れ

は

主
権
者
で
あ
る
国
民
が

文

字
通
り
国
民
自
身
の
力
で

国
政

を
動
か
す
と
い
う
一
大
壮
挙
と
な

り

日
本
の
政
治
の
新
し
い
局
面

を
開
く
こ
と
に
な
る
こ
と
は
疑
い

あ
り
ま
せ
ん


来
る
べ
き
国
政
選
挙
―
―
衆
議

院
選
挙
と
参
議
院
選
挙
で

戦
争

法
廃
止
を
掲
げ
る
勢
力
が
多
数
を

占
め

連
合
政
府
を
実
現
す
る
た

め
に
は

野
党
間
の
選
挙
協
力
が

不
可
欠
で
す


私
た
ち
は

こ
れ
ま
で

国
政

選
挙
で
野
党
間
の
選
挙
協
力
を
行

う
た
め
に
は

選
挙
協
力
の
意
思

と
と
も
に

国
政
上
の
基
本
問
題

で
の
一
致
が
必
要
と
な
る
と
い
う

態
度
を
と
っ
て
き
ま
し
た

同
時

に

昨
年
の
総
選
挙
の
沖
縄
１


４
区
の
小
選
挙
区
選
挙
で
行
っ

た
﹁
米
軍
新
基
地
建
設
反
対
﹂

を
掲
げ
て
の
選
挙
協
力
の
よ
う

に

国
民
的
な
大
義

が
明
瞭

な
場
合
に
は

政
策
的
違
い
が
あ

っ
て
も
そ
れ
を
横
に
置
い
て

柔

軟
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
を
実

行
し
て
き
ま
し
た


い
ま
私
た
ち
が
直
面
し
て
い

る

戦
争
法
を
廃
止
し

日
本
の

政
治
に
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
を

取
り
戻
す
と
い
う
課
題
は

文
字

通
り
の

国
民
的
な
大
義

を
も

っ
た
課
題
で
す


日
本
共
産
党
は
﹁
戦
争
法
廃

止
の
国
民
連
合
政
府
﹂
を
つ
く
る

と
い
う

国
民
的
な
大
義

で
一

致
す
る
す
べ
て
の
野
党
が

来
る

べ
き
国
政
選
挙
で
選
挙
協
力
を
行

う
こ
と
を
心
か
ら
呼
び
か
け
る
と

と
も
に

そ
の
実
現
の
た
め
に
誠

実
に
力
を
つ
く
す
決
意
で
す


こ
の
間
の
戦
争
法
案
に
反
対
す

る
新
し
い
国
民
運
動
の
歴
史
的
高

揚
は

戦
後
70
年
を
経
て

日
本

国
憲
法
の
理
念

民
主
主
義
の
理

念
が

日
本
国
民
の
中
に
深
く
定

着
し

豊
か
に
成
熟
し
つ
つ
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す

国
民
一

人
ひ
と
り
が

主
権
者
と
し
て
の

力
を
行
使
し
て

希
望
あ
る
日
本

の
未
来
を
開
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か


す
べ
て
の
政
党
・
団
体
・
個
人

が

思
想
・
信
条
の
違
い

政
治

的
立
場
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
力

を
あ
わ
せ

安
倍
自
公
政
権
を
退

場
さ
せ

立
憲
主
義
・
民
主
主
義

・
平
和
主
義
を
貫
く
新
し
い
政
治

を
つ
く
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か


３
﹁
戦
争
法
廃
止
の
国
民
連
合

政
府
﹂
で
一
致
す
る
野
党
が


国
政
選
挙
で
選
挙
協
力
を
行
お
う

「国民連合政府を」流れ大きく

国民連合政府について報じる各紙

各
界
か
ら
期
待

注
目

野党の選挙協力について

会見
会談

懇談

共産党は「提案」をもって野党各党

と会談。各界・各分野の団体や、学

者、文化人、法曹関係者ら識者と対

話を続けています。記者会見やネッ

ト番組で「提案」の発信をしています

日
本
共
産
党
が

政
府
・
与

党
に
よ
る
戦
争
法
強
行
成
立

︵
９
月

日
︶
の
直
後
﹁
戦
争

法
︵
安
保
法
制
︶
廃
止
の
国
民

連
合
政
府
﹂
の
実
現
を
よ
び
か

け
る
﹁
提
案
﹂
を
発
表
し
て
か

ら
１
カ
月
余
が
た
ち
ま
し
た


﹁
提
案
﹂
発
表
後

日
本
共

産
党
は
各
界
・
各
分
野
の
人
々

と
対
話
を
行
い
﹁
提
案
﹂
に

対
す
る
期
待
や
共
感
の
声
が
広

が
っ
て
い
ま
す


小
林
節せ

つ

慶
応
大
学
名
誉
教
授

は
﹁
わ
が
意
を
得
た
り
﹂
と

歓
迎
の
意
を
表
明
﹁
独
裁
政

治
を
つ
ぶ
し
て

立
憲
主
義
を

立
て
直
し

平
和
主
義
と
民
主

的
な
議
会
制
度
と
い
う
も
の
を

回
復
す
る

こ
れ
が
す
べ
て
に

優
先
し
ま
す
﹂
と
力
説
し
ま
し

た
作

家
の
瀬
戸
内
寂
聴
氏
は


﹁
野
党
が
ま
と
ま
っ
て
力
を
強

く
し
な
い
と
ダ
メ
で
す
ね



う
ち
が
中
心
で
な
け
れ
ば
い

や

と
か
い
っ
て
い
る
と
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん

お
互
い
に
虚

心
坦た

ん

懐か
い

に
力
を
合
わ
せ
て
ほ
し

い
﹂
と
語
り
ま
し
た


日
本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委

員
長
は
﹁
提
案
﹂
発
表
後

民

主
党
の
岡
田
克
也
代
表

社
民

党
の
吉
田
忠
智
党
首

生
活
の

党
の
小
沢
一
郎
代
表
と
相
次
ぎ

会
談
し
ま
し
た

社
民
党
と
生

活
の
党
と
は
大
筋
の
方
向
性
が

共
有
さ
れ
ま
し
た

民
主
党
の

岡
田
代
表
は

﹁
じ
っ
く
り
と

こ
れ
か
ら
も
共
産
党
と
は
話
を

し
て

少
し
で
も
い
い
結
果
に

つ
な
が
る
よ
う
努
力
し
た
い
﹂

と
表
明
し
て
い
ま
す



月

日
に
は

戦
争
法
案

に
反
対
し
て
き
た
諸
団
体
と
共

産

民
主

維
新

社
民

生

活
の
野
党
５
党
が
意
見
交
換
会

を
行
い

参
加
団
体
か
ら
は

﹁
国
民
連
合
政
府
の
呼
び
か
け

に
大
変
期
待
を
持
っ
た

早
く

選
挙
を
し
た
い
と
い
う
声
も
強

く
上
が
っ
て
い
る
﹂
な
ど
の
声

が
出
さ
れ
ま
し
た


﹁
提
案
﹂
は
メ
デ
ィ
ア
で
も

注
目
さ
れ

野
党
共
闘
に
関
し

質
問
す
る
各
種
世
論
調
査
が
相

次
い
で
行
わ
れ
て
い
ま
す


﹁
朝
日
﹂

月

日
付
の
調
査

結
果
で
は

来
年
の
参
院
選
挙

で
野
党
が
選
挙
協
力
す
る
べ

き
だ
と
思
う
か
の
問
い
に


﹁
協
力
す
る
べ
き
だ
﹂
が

％

で
﹁
そ
う
は
思
わ
な
い
﹂
の


％
を
大
き
く
上
回
り
ま
し

た
﹁

提
案
﹂
が
投
じ
た
一
石
に

よ
っ
て

﹁
野
党
は
共
闘
﹂
と

い
う
こ
と
が
一
つ
の
流
れ
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
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立
憲
主
義
を
根
底
か
ら
破
壊

﹁
安
倍
政
権
は

日
本
の
国
の
あ

り
方
の
大
転
換
を

憲
法
解
釈
の
変

更
と
い
う
ク
ー
デ
タ
ー
的
手
法
に
よ

っ
て
進
め

わ
が
国
の
立
憲
主
義
を

根
底
か
ら
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い

る
﹂
日
本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委

員
長
は
９
月

日

安
倍
内
閣
不
信

任
案
の
賛
成
討
論
で
こ
う
断
罪
し
ま

し
た


ど
ん
な
政
権
で
あ
っ
て
も

憲
法

の
枠
の
な
か
で
政
治
を
行
う
―
こ
れ

が
立
憲
主
義
で
す

と
こ
ろ
が

安

倍
政
権
は

戦
後
半
世
紀
に
わ
た
っ

て
歴
代
政
権
が
﹁
憲
法
９
条
の
も
と

集
団
的
自
衛
権
は
行
使
で
き
な
い
﹂

と
し
て
き
た
憲
法
解
釈
を

一
片
の

閣
議
決
定
で
く
つ
が
え
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す


国
会
で
憲
法
学
者

元
内
閣
法
制

局
長
官

元

高
裁
判
事
な
ど
が

﹁
憲
法
違
反
だ
﹂
と
次
々
と
批
判
し

た
の
は
当
然
で
す


政
府
は
﹁
違
憲
﹂
批
判
に
対
し


あ
わ
て
て
政
府
見
解
を
出
し

１
９

５
９
年
の
砂
川
事
件

高
裁
判
決
と


年
の
政
府
見
解
の
二
つ
を
﹁
合

憲
﹂
の
根
拠
と
し
て
示
し
ま
し
た


し
か
し

国
会
審
議
で
こ
れ
ら
の
根

拠
は
総
崩
れ
し
ま
し
た


﹁
砂
川
判
決
﹂
は
﹁
米
軍
駐
留
は

違
憲
で
は
な
い
﹂
と
判
断
し
た
も
の

で

自
衛
権
に
つ
い
て
は
何
も
判
断

し
て
い
ま
せ
ん

横
畠
裕
介
内
閣
法

制
局
長
官
も
﹁
集
団
的
自
衛
権
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
﹂

と
し
ぶ
し
ぶ
認
め
ま
し
た
が
﹁
合

憲
﹂
の
根
拠
と
す
る
姿
勢
は
そ
の
ま

ま

大
森
政
輔
元
内
閣
法
制
局
長
官

は
﹁
任
務
の
懈
怠
︵
け
た
い

怠
け

る
こ
と
︶﹂
だ
と
厳
し
い
言
葉
で
叱

責
し
ま
し
た
︵
９
月
８
日
︶

﹁

年
見
解
﹂
は
﹁
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
﹂
と
の
結

論
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
だ
っ

た
の
に

安
倍
内
閣
は
結
論
だ
け

﹁
許
さ
れ
る
﹂
と
あ
て
は
め
ま
し

た

元

高
裁
判
事
の
浜
田
邦
夫
氏

は
﹁
強
引
に
︵
認
め
ら
れ
る
と
︶
読

み
替
え
を
す
る
の
は

と
て
も
法

律
専
門
家
の
検
証
に
耐
え
ら
れ
な

い
﹂
と
批
判
し
ま
し
た
︵
９
月


日
︶審

議
で
は

礒
崎
陽
輔
首
相
補
佐

官
の
﹁
法
的
安
定
性
は
関
係
な
い
﹂

と
い
う
暴
言
が
問
題
に
な
り
ま
し
た

が

こ
れ
こ
そ
立
憲
主
義
破
壊
の
安

倍
政
権
の
正
体
を
示
す
も
の
で
し

た

志
位
氏
は
﹁﹃
法
の
支
配
﹄
を

な
い
が
し
ろ
に
す
る
政
治
の
行
き
着

く
先
は

独
裁
政
治
で
す
﹂
と
批
判

し
ま
し
た


戦
争
法
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
実
行
法

―
統
幕
文
書
で
浮
き
彫
り

安
倍
政
権
は
戦
争
法
に
つ
い

て
﹁
国
民
の
命
と
平
和
な
暮
ら

し
を
守
る
﹂
も
の
だ
と
説
明
し

ま
す
が

実
際
は

日
米
両
政

府
が
４
月

日
に
合
意
し
た

新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
︵
軍
事
協

力
の
指
針
︶
の
実
効
性
を
法
的

に
担
保
す
る
た
め
の
も
の
で

す
﹁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
実
行
法
﹂

｜
そ
れ
が
戦
争
法
の
本
質
で

す
新

指
針
は

①
海
外
派
兵
で

の
地
理
的
制
約
を
外
し

自
衛

隊
が
地
球
規
模
で
米
軍
の
戦
争

に
参
戦
す
る
②
﹁
平
時
﹂
か
ら

先
制
攻
撃
戦
争
に
い
た
る
ま
で

﹁
切
れ
目
な
く
﹂
米
軍
の
戦
争

を
支
援
す
る
｜
と
い
う
狙
い
が

あ
り
ま
す


指
針
は
﹁
︵
両
政
府
に
︶
立
法

上

の
措
置
を
義
務
付
け
る
も

の
で
は
な
い
﹂
と
し
て
い
ま

す

し
か
し

日
本
共
産
党
の

小
池
晃
副
委
員
長
が
８
月

日

に
国
会
で
暴
露
し
た
自
衛
隊
統

合
幕
僚
監
部
の
内
部
文
書
に

は

こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す


﹁
既
存
の
現
行
法
制
で
実
施
可

能
な
も
の
と

法
案
の
成
立
を

待
つ
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ

り

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で

は

こ
れ
ら
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
な
く
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
﹂

｜

つ
ま
り

戦
争
法
な
し
に

は
実
行
で
き
な
い
分
野
が
多
数

含
ま
れ
て
い
る
の
で
す


山
下
芳
生
書
記
局
長
は
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
戦
争
法
に
よ
っ
て

﹁
憲
法
の
解
釈
を
勝
手
に
変
え

て

安
保
条
約
の
枠
も
超
え

て

日
本
が
武
力
行
使
す
る
場

面
を
飛
躍
的
に
拡
大
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
﹂
と
の
べ

安
保

条
約
の
事
実
上
の
大
改
悪
だ
と

批
判
﹁
軍
軍
間
調
整
所
﹂
や

共
同
計
画
策
定
な
ど
で
﹁
米
軍

が
作
戦
上
の
主
導
権
を
握
る
﹂

﹁
自
衛
隊
の
従
属
化
が
進
む
﹂

と
警
告
し
ま
し
た
︵
９
月


日
︶日

本
の
対
米
従
属
性
を
如
実

に
示
し
た
の
が

仁
比
聡
平
参

院
議
員
が
９
月
２
日
の
国
会
で

暴
露
し
た
河
野
克
俊
統
合
幕
僚

長
の
訪
米
記
録
で
す

河
野
氏

は

法
案
す
ら
で
き
て
い
な
い

昨
年

月
の
段
階
で

戦
争
法

の
﹁
夏
ま
で
の
成
立
﹂
を
対
米

公
約
し
て
い
ま
し
た


憲
法
を
日
米
同
盟
に
従
属
さ

せ

若
者
の
血
を
米
国
に
さ
さ

げ
る
究
極
の
対
米
従
属
法
｜


そ
れ
が
戦
争
法
の
正
体
で
す


「戦闘地域」に派兵すれば、

攻撃され、戦闘になる

インド洋イラク帰還

自衛官のうち人が
自ら命を絶っている

これまで自衛隊員の戦死者が

出ていないものの、犠牲者が出

ていないわけではありません。

テロ特措法でインド洋に派遣さ

れた自衛官のこれまでの自殺者

数は、海上自衛隊の人。イラ

ク特措法で派遣された自衛官の

自殺者数は、陸上自衛隊人、

航空自衛隊８人で、合計人。

派遣された自衛官の自殺者数は

合計人に達しています。

兵站は武力行使と一体不可分

兵站ほど狙われやすい
キャンプ富士（静岡県御殿場市）でＩＥ

Ｄ犠牲者の救出訓練を行う米海兵隊員＝

2014年７月（米海兵隊ウェブサイトから）

無制限の武器輸送弾薬提供の危険 戦闘現場でも捜索救助活動を継続

世界で通用しない

「武力行使と一体化しない」論

武器弾薬の輸送等にも民間を動員

攻撃されたら「武

器を使用する」

イラク派兵の実態

は戦闘の一歩手前

米陸軍死傷者の

～％は補給任務

「安全なところで

活動」は非現実的

法文上は核兵器の輸送

も「排除していない」

戦闘に向かう航空機

への給油も可能に

ＩＳ空爆への支援も

「法律的にはあり得る」

戦争法には、武力行使をしてい

る米軍等への補給、輸送などの地

球規模での軍事支援――兵站（へ

いたん＝後方支援）を定めた二つ

の法律があります。重要影響事態

法と国際平和支援法（海外派兵恒

久法）です。

二つの法律に共通する 大の問

題は、2001年のテロ特措法、年

のイラク特措法にあった「非戦闘

地域」という「歯止め」を外し、

実際に戦闘が起こっている「戦闘

現場」以外なら、いつ戦闘が起こ

るか分からない「戦闘地域」で

も、自衛隊の軍事支援ができるこ

とです。

日本共産党の志位和夫委員長

が、「戦闘行為が行われる可能性

があるところまで自衛隊が行くと

いうことは、自衛隊自身が相手方

から攻撃される可能性があるとい

うことになる」とただしたのにた

いし、安倍晋三首相は、自衛隊が

攻撃されたら「武器の使用をする

ことになる」と答弁しました。

志位氏は、自衛隊がイラクにも

っていった武器（110㍉対戦車弾

など）を示し、「こうした武器を

使って反撃することが戦闘でなく

て何なのか」と追及しました。

（５月日）

安倍政権が「後方支援」と呼ん

でいるのは、国際的には兵站と呼

ばれている活動です。

志位氏は、米軍の『海兵隊教

本』を提示し、「兵站は戦闘と一

体不可分、戦争行動の中心構成要

素」であることを明らかにしまし

た。

安倍首相は、「後方支援は他国

の武力の行使と一体化することが

ないように行う」とのべています

が、志位氏は、「自衛隊が支援す

る米軍が、兵站は武力行使と一体

不可分であり、戦争行為の不可欠

の一部であり、戦争の中心構成要

素だと言っている。これが兵站の

本質ではないか」と強調しまし

た。（５月日）

小池晃副委員長が明らかにした

米陸軍の報告によると、年から

５年間にイラクとアフガニスタン

での補給任務での死傷者数は、陸

軍だけで3000人超。「補給任務で

の死傷者数は深刻である。米陸軍

の死傷者の～％を占めてい

る」とのべています。

小池氏が「兵站ほど狙われやす

い。この実態を認めないのか」と

追及したのにたいし、安倍首相は

「自衛隊が現実に活動を行う期間

について戦闘行為がないと見込ま

れる場所を実施区域に指定したう

えで、後方支援を行う」と答弁し

ました。

しかし、小池氏が「条文のどこ

に書いてあるのか」と問いただし

たのにたいして、中谷元・防衛相

はしぶしぶ「記述はございませ

ん」と認めました。（７月日）

安倍首相や、中谷防衛相は「安

全なところで活動する」とくりか

えしました。それがいかに非現実

的なものであるかは、「イラク復

興支援活動行動史」の墨塗り部分

に、道路の脇などで突然爆発する

ＩＥＤ（即席爆発装置、路肩爆

弾）攻撃があったことが書かれて

いたことをみても明らかです。

アフガニスタン戦争に派遣され

たカナダやドイツ、イタリアなど

米軍以外の犠牲者の死因をみれ

ば、ＩＥＤや自爆による死者が

～％に達しています。「安全な

場所で行うから大丈夫」という議

論は成り立ちません。

空中給油を含め、戦闘に向かう

航空機への給油も「戦闘現場」で

なければ制限はありません。自衛

隊海上幕僚監部防衛課の内部資料

は、実際の運用として、米軍のヘ

リが敵潜水艦を探知し、追加部

隊が投入され、敵潜水艦を攻撃

した後、米軍ヘリが海上自衛隊の

ＤＤＨ（ヘリ空母）に着艦して燃

料補給を行うことを示していま

す。

小池氏が「発進準備中の航空機

に対する給油活動が可能になれ

ば、こういう活動が可能になるの

か」とただしたのにたいし、中谷

氏は「日米共同による対潜水艦作

戦における後方支援の一つ」と認

めました（７月日）。世界のだ

れが見ても米軍と一体となった武

力行使です。

安倍首相らは、「ＩＳに対する

空爆への後方支援、軍事的な支援

は考えていない」とのべていま

す。しかし、赤嶺政賢衆院議員の

追及にたいし、法律上は否定しま

せんでした（６月５日）。参院で

も「要件を満たせば、法理論とし

ては適用されることはあり得る」

などとくりかえしています。

重要影響事態法は、「捜索救助

活動」について、銃弾が飛び交う

「戦闘現場」でも中断せずに継続

できるようにしています。宮本

徹衆院議員が、「戦闘現場」で「捜

索救助活動」を実施すれば「自衛

隊員にも戦死者がでることにな

る」と追及したのにたいし、中谷

防衛相は「安全が確保されている

か否かは、個別具体的な状況に即

して判断する」というだけでし

た。

志位氏が党首討論（６月日）

で「『武力行使と一体でない後方

支援』という国際法上の概念が存

在するのか」とただしたのにたい

し、安倍首相は「国際法上、そう

いう概念はありません」と認めま

した。世界に通用しない概念を盾

に地球の裏側まで自衛隊を派兵し

ようとしているのです。

穀田恵二衆院議員が示した自衛

隊陸上幕僚監部が作成した「イラ

ク復興支援活動行動史」は、イラ

クへの自衛隊派兵を「純然たる軍

事作戦であった」と記述。「危な

いと思ったら撃て」と指導した指

揮官が多かったこと、ロケット弾

・迫撃砲の攻撃で、「一つ間違え

ば甚大な被害に結びついた可能性

もあった」など生々しく描いてい

ます。

穀田氏は「非戦闘地域での復興

支援が建前でも、（武力行使の）

寸前までいった。（活動範囲を）

広げれば（殺し、殺される）危険

がある」と批判しました。（７月

日）

今回の重要影響事態法と派兵恒

久法では、「武器の提供」以外は

できるようになりました。

まず輸送です。法律上、無制限

です。小池氏の質問にたいし、中

谷防衛相は「法律では、除外をし

た規定はない」とのべ、米軍のミサ

イルも戦車も輸送できることを認

めました。（７月日）

民主党の白眞勲参院議員の質問

に、中谷氏は、「核兵器の運搬も

法文上は排除していない」などと

のべました（８月５日）。一方で、

安倍首相や中谷防衛相は、核兵器

の輸送は「全く想定していない。

ありえない」とのべましたが、法

律への明記を求められると、「必

要ない」「かえって不適切」と拒

否しました。

「弾薬の提供」も可能となりま

した。提供できる種類も「特に排

除をしている規定はない」との

べ、ロケット弾も戦車砲弾もりゅ

う弾も無反動砲も、外国軍に提供

できることを認めました。

「イラク復興支援活動行動史」

は、派遣部隊の「総輸送力の％

を民間輸送力に依存」したことを

明記しています。

辰巳孝太郎参院議員が、イラク

派兵時の輸送実態をただしたのに

たいし、中谷防衛相は、民間機で

は日航、アントノフ航空（ウクラ

イナ）などを利用したことを明ら

かにしました。日本通運との契約

には「武器・弾薬の輸送も含まれ

ている」とし、整備・修理のため

に民間技術者が派遣されたことも

認めました。

重要影響事態法や国際平和支援

法は、地方公共団体や民間企業に

「必要な協力を依頼することがで

きる」としています。辰巳議員

が、自衛隊の「安全確保配慮」規

定が民間企業には適用されないこ

とを追及したのにたいし、中谷氏

は「協力の義務を課すものではな

く、あくまで民間企業自らの判断

で対応してもらえばいい」という

だけでした。（８月日）

廃止しかない
空前の規模で広がった国民の運動と６割を超す「今国会での成立に反対」という国民世

論に背いて、安倍自公政権は９月日未明、戦争法（安保法制）を強行成立させました。

政府は、「平和安全法制」を標ぼうしていますが、その内容は、米国が、世界で行う戦争

にさいして、いつでも、どこでも、どんな戦争でも、自衛隊が参戦・支援するための戦争

法にほかなりません。憲法９条を破壊する 悪の違憲立法は廃止するしかありません。
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こんなに危険 戦争法

新３要件は「歯止め」にはならない

武力行使の「新３要件」

①我が国と密接な関係にある他国に

対する武力攻撃が発生し、これに
より我が国の存立が脅かされ、国
民の生命、自由及び幸福追求の権

利が根底から覆される明白な危険
があること

②これを排除し、我が国の存立を全
うし、国民を守るために他に適当
な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどま
るべきこと

「他国に対する武力攻撃」を自主的に判断できず

無限定に広がる「明白な危険」

米カリフォルニア州沖で実施された日米などの合同演習「ドーン・ブリ

ッツ2015」で海上自衛隊護衛艦あしがら（左奥）などに給油する米給油

艦ヘンリー・カイザー（右）＝９月４日（米国防総省ホームページから）

海外での武力行使に歯止めはなくなる

米国の先制攻撃の戦争でも発動がありうる

完全に破綻した集団的自衛権行使の説明

安倍首相が記者会見で使用したパネ

ル（首相官邸のホームページから）

米空母もステルス機も
自衛隊が「防護」

現場判断で行使に踏み出す危険

安倍政権は、戦争法で自衛隊法条

の２を新設して、米軍等の武器等防護

をするための規定を追加しました。宮

本徹衆院議員にたいして、防衛省の黒

江哲郎防衛政策局長は、武器等には

「船舶、航空機、車両、有線電気通信

設備、無線設備又は液体燃料」などを

含み、地理的制限はなく、艦載機が戦

闘現場に向かう空母の防護もできるこ

とを認めました。（６月日）

中谷防衛相は、参院の質疑で、「武

器等防護」は、米軍の原子力空母もス

テルス戦闘機も対象になり、自衛隊が

使用する武器は、ミサイルも含めて

「制限規定」はないこと、迎撃等の判断

は「現場の艦長なり指揮官等」が行う

ことなどを認めました。現場の判断で

事実上の集団的自衛権行使に踏み出す

危険性があります。

相手の攻撃が切迫していなく

ても、予測されなくても「存立

危機事態」と認定できる

事実上の先制攻撃、相

手の攻撃を呼び込み、

国民を危険にさらす

外国でたたかえば、必要

最小限度にはならない

「必要最小限度」を「法律

に規定するのは困難」

限定的な集団的自

衛権行使は「虚構」

邦人輸送の米艦防護―「日本

人は乗っていなくてもいい」
ホルムズ海峡の機雷掃海―「現

実の発生は想定していない」

安倍政権は、日本が攻撃されていなく

ても、他国への武力攻撃を排除するため

に、集団的自衛権を行使することを「存

立危機事態」と呼んでいます。その発動

の要件として、武力行使の「新３要件」

（別項）をあげています。

安倍首相は、「新３要件」について、

「きわめて厳格に限定されている」など

といいますが、国会審議をつうじて、そ

のあいまいさと無限定さが浮き彫りにな

りました。

武力攻撃の「明白な危険」を判断する

のは、時の政権の裁量にまかされてお

り、いくらでも広がる危険があります。

中谷防衛相は、維新の党の小野次郎参

院議員の質問に対して、「存立危機事態

が認定されるような場合が、同時に我が

国に対する武力攻撃事態が予測又は切迫

しているとは認められないこともあり得

る」とのべ、日本への武力攻撃が予測さ

れない場合でも存立危機事態と判断する

ことがあると明言（８月日）。日本が

先に攻撃する可能性を示しています。

安倍首相や中谷防衛相らは、北朝鮮の

弾道ミサイルや中国の東シナ海や南シナ

海での活動を例に、集団的自衛権による

「抑止力、対処力」を強調しています。

しかし、大森政輔元内閣法制局長官

は、参考人質疑（９月８日）で、「第三国

に武力攻撃の矛先を向けると、その第三

国は、我が国に攻撃の矛先をむけてくる

ことは必定。集団的自衛権の抑止力以上

に紛争に巻き込まれる危険を覚悟しなけ

ればならず、バラ色の局面到来は到底期

待できない」と指摘しています。

政府はこれまで、「武力行使の目的を

もって自衛隊を他国の領土、領海、領空

に派遣することは、一般に自衛のための

必要最小限度を超えるものであって、憲

法上許されない」としてきました。

しかし、「自衛のため」ではない、「他

国に対する武力攻撃」を「排除」するた

めの「必要最小限度の実力行使」とは何

か。

阪田雅裕元内閣法制局長官は、参考人

質疑で「集団的自衛権が、限定的である

としても行使した場合、それは外国に行

ってたたかうことを意味する。交戦権と

の関係で、必要最小限度というのは一体

何なのか」と指摘しています。（６月

日）

井上参院議員が、「この法律では海外

派兵の例外は拡大しないと、その担保は

どこにあるのか」とただしたのにたい

し、安倍首相は、「法律にこれ（必要最小

限度）を規定することは困難である」と

答弁（７月日）。海外での武力行使に

法律上の歯止めはないのです。

志位委員長が「米国が先制攻撃を行っ

た場合でも、新３要件を満たしていると

判断すれば集団的自衛権を発動するの

か」とただしたのにたいし、安倍首相は

「原則として国連憲章上、違法なことを

した国にたいして、日本が武力行使をも

って協力することはない」とのべまし

た。（５月日）

しかし、志位氏が、「日本政府が米国

による武力行使に対して、国際法上違法

な武力行使であるとして反対したことが

一度でもあるか」とただしたのにたい

し、安倍首相は「日本は米国の武力行使

に国際法上違法な行為として反対したこ

とはない」と明言しました。

安倍首相は、昨年７月の閣議決定後の

記者会見で、日本人親子が乗船した米艦

船のパネルを示しながら、「日本人の命

を守るため、自衛隊が米国の船を守る。

それをできるようにするのが今回の閣議

決定です」と強調しました。

ところが、参院の質疑で、民主党の大

野元裕議員に対し、中谷防衛相は「邦人

が乗っているかは判断の要素の一つでは

あるが、絶対のものではない」と答弁

（８月日）。安倍首相も「日本人が乗

船していない船を守り得る」とのべまし

た。（９月日）

安倍首相は、戦争法の質疑で、「ホル

ムズ海峡の機雷除去」は、「海外派兵は

一般に許されない中において、例外的な

例」で、「それ以外は今われわれの念頭

にはない」とのべました。

ところが、イランの核問題の協議が前

進するとともに、イラン側から「機雷敷

設などありえない」と批判されると、安

倍首相は民主党・北沢俊美参院議員の質

問に「特定の国がホルムズ海峡に機雷を

敷設することを想定しているわけではな

い」などと弁解（７月日）。９月には、

「今現在の国際情勢に照らせば、現実の

問題として発生することを具体的に想定

しているものではありません」と言明し

ました。（９月日）

「他国に対する武力攻撃」の認定は簡

単ではありません。横畠裕介内閣法制局

長官は、「他国に対する武力攻撃の発生

を我が国として直ちに認定するのは難し

い。実際に武力攻撃が行われる、戦闘ま

でいかないと実際上難しいのではない

か」と答弁しています（６月日）。結

局、要請国からの情報に頼らざるを得

ず、米国の言いなりになる危険性があり

ます。

安倍政権は集団的自衛権を「フルスペ

ック（全面的）」のものと限定的なもの

にわけて定義しています。宮崎礼壹（れ

いいち）元内閣法制局長官は参考人質疑

で、こうした考えを「虚構」と指摘し、

「自国防衛と称して、攻撃を受けていな

いのに武力行使をするのは、違法とされ

る先制攻撃そのもの」と批判していま

す。（６月日）

これまで国連に報告された集団的自衛

権行使の事例は件ありますが、宮本徹

衆院議員の質問にたいし、岸田文雄外相

は、「限定的な集団的自衛権」の「事例は

存在いたしません」と認めました。（６

月日）

岸田外相は、民主党の大塚耕平参院議

員の質問に対し、「限定された集団的自

衛権という用語が、国際法上は存在しな

い」ことも認めています。（８月日）

◆立憲主義を根底から破壊 面

◆「戦闘地域」での軍事支援の拡大

―「殺し、殺される」危険が決定的に高まる

❶「戦闘地域」に派兵すれば、攻撃され、戦闘になる

❷兵站は武力行使と一体不可分

❸兵站ほど狙われやすい

❹無制限の武器輸送・弾薬提供の危険

❺戦闘現場でも捜索・救助活動を継続

❻世界で通用しない「武力行使と一体化しない」論

❼武器・弾薬の輸送等にも民間を動員

◆ＰＫＯ法改定の現実的危険

―戦乱が続いている地域での治安維持活動

❶ＩＳＡＦのような活動への参加を否定せず

❷南スーダンＰＫＯで「駆け付け警護」任務

◆集団的自衛権―侵略国の仲間入りは許されない

❶新３要件は「歯止め」にはならない

・「他国に対する武力攻撃」を自主的に判断できず

・無限定に広がる「明白な危険」

・海外での武力行使に歯止めはなくなる

❷米国の先制攻撃の戦争でも発動がありうる

❸完全に破綻した集団的自衛権行使の説明

・邦人輸送の米艦防護――「日本人は乗っていなくてもいい」

・ホルムズ海峡の機雷掃海――「現実の発生は想定していない」

◆戦争法はガイドライン実行法―統幕文書で浮き彫り 面

警戒にあたる南スーダンＰＫＯ要員（国連ホームページから）

ＩＳＡＦのような活動への

参加を否定せず

２ 南スーダンＰＫＯで

「駆け付け警護」任務

ＰＫＯ法改定法――国連平和協力法改定法にも、重大な問題

点があります。①「国連が統括しない人道復興支援活動や安全

確保活動等」に自衛隊が参加、②「安全確保業務」――治安維

持活動と、「駆け付け警護」の二つの業務を拡大、③武器使用

基準を拡大し、任務遂行型の武器使用を認めました。

形式上「停戦合意」がつくられているけれども、なお混乱、

戦乱が続いているようなところに、自衛隊を派兵して、治安維

持活動などをさせることになります。

志位委員長は、「こうした法改定がなされれば、アフガニス

タンに展開した国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）のような活動に

自衛隊を参加させ、治安維持活動などにとりくむことが可能と

なるのではないか」とただしました。ＩＳＡＦは、治安維持を

主任務にしていましたが、米軍主導の「対テロ」掃討作戦と混

然一体となり、年間で約3500人が死亡しています。

安倍首相は、「ＩＳＡＦはすでに活動を終了しており…新た

な基準に基づいて再評価を行うことは困難ですから、一概に申

し上げられません」とのべ、ＩＳＡＦのような活動への参加は

否定しませんでした。（５月日）

陸上自衛隊の南スーダンＰＫＯ（国連平和維持活動）への派

遣部隊が交代する来春にも、新任務として「駆け付け警護」を

加える計画であることが、小池副委員長が入手した自衛隊統合

幕僚監部の内部資料に明記されていました（８月日）。従来

の海外派兵は武器使用を「自己防護」に限っていました。「駆

け付け警護」などは、敵対勢力や他国の住民に発砲したり、自

衛隊からも犠牲者を出すことになりかねません。

井上哲士参院議員は、南スーダンでは、政府軍と反政府軍勢力

との武力衝突で200万人超の難民が発生し、政府軍による女性

や子どもの殺害などが起きている実態を指摘。南スーダン政府

軍が国連ＰＫＯ部隊に対する攻撃など100件以上の地位協定違

反をくりかえしていることなどをあげ、「停戦合意」などＰＫＯ

参加５原則そのものが崩れていると批判しました。（９月９日）
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戦争法廃止 歩み止まらない

ＳＥＡＬＤｓの街頭宣伝でコールする人たち＝月日、東京・渋谷駅前

2000万署名 職場で地域で学園で

「しんぶん赤旗」が伝えた 広がる共同

「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙 月3497円 1部130円

日曜版 月 823円 1部210円
お申し込みは、お近くの党事務所、党員、または党中央委員会へ。

☎03（3403）6111 メールアドレス info@jcp.or.jp


